
（
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
間
の
協
定
に
関
す
る
交
換
公
文
）

（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
署
名
さ
れ
た
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
間
の

協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
第
七
条
２
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
日
本
国
政
府
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
と
の
間
で
到
達
し

た
次
の
了
解
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
雇
用
者
が
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
雇
用
者
の

(a)
(i)

経
営
、
支
配
若
し
く
は
資
本
に
直
接
若
し
く
は
間
接
に
参
加
し
て
い
る
場
合
若
し
く
は

他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
雇
用
者
が
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
雇
用
者
の

(ii)
経
営
、
支
配
若
し
く
は
資
本
に
直
接
若
し
く
は
間
接
に
参
加
し
て
い
る
場
合
又
は

同
一
の
自
然
人
、
法
人
若
し
く
は
そ
の
他
団
体
が
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
雇
用
者
及
び
他
方
の

(b)
締
約
国
の
領
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
雇
用
者
の
経
営
、
支
配
若
し
く
は
資
本
に
直
接
若
し
く
は
間
接
に
参
加
し
て
い
る



場
合

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

及
び

並
び
に

に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
雇
用
者
は
、
そ

(a)
(i)

(ii)

(b)

れ
ぞ
れ

及
び

並
び
に

に
規
定
す
る
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
雇
用
者
の
関
連
す
る
雇
用
者
と
み

(a)
(i)

(ii)

(b)

な
さ
れ
る
。

本
大
臣
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
び
前
記
の
了
解
を
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
さ
れ
る
閣
下
の
返
簡
が
協
定
第
七

条
２
の
規
定
に
基
づ
く
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
合
意
が
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も

の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
十
三
年
八
月
二
十
三
日
に
ブ
ダ
ペ
ス
ト
で



日
本
国
外
務
大
臣

岸
田
文
雄

ハ
ン
ガ
リ
ー
外
務
大
臣

マ
ル
ト
ニ
・
ヤ
ー
ノ
シ
ュ
閣
下



（
ハ
ン
ガ
リ
ー
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有

し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
大
臣
は
、
更
に
、
前
記
の
了
解
を
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が

協
定
第
七
条
２
の
規
定
に
基
づ
く
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の

と
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
十
三
年
八
月
二
十
三
日
に
ブ
ダ
ペ
ス
ト
で



ハ
ン
ガ
リ
ー
外
務
大
臣

マ
ル
ト
ニ
・
ヤ
ー
ノ
シ
ュ

日
本
国
外
務
大
臣

岸
田
文
雄
閣
下


